
安来市広域生活バス運行委託事業プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

 この要領は、安来市広域生活バスの運行業務を委託するにあたり、受託事業者をプロポ

ーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名  安来市広域生活バス運行委託業務 

（２）契約方法 プロポーザル方式により選定したものとの随意契約 

           （地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号） 

（３）業務内容  別紙「令和６～８年度安来市広域生活バス運行委託業務仕様書」  

に定めるところによる 

 （４）運行期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （５）運行場所 安来市一帯及び米子・松江市の一部 

 

３．参加資格    

  令和４・５・６年安来市物品の売買等業者有資格者名簿に登録され、かつ以下の条件

を全て満たしている法人とする。 

 

① 安来市又は安来市に隣接する自治体（境港市を含む）に本社か支店又は営業所を置い

ている又は運行業務開始時までに支店又は営業所を置くことが出来るもの。 

② 安来市又は他地域で、一般乗合旅客自動車運行管理業務の実績を有するもの。 

③ 道路運送法第２３条の２の規定による一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格を

有する者を３名配置出来るもの。 

④ 道路運送車両法施行規則第３１条の４の規定による整備管理者資格を有する者を３名

配置出来るもの。 

⑤ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

⑥ 安来市における市税の滞納がないこと。 

⑦ 入札参加申請の提出期限までの間に安来市による指名停止を受けていないこと。 

⑧ 次の各号のいずれにも該当しない者。 

（1） 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条または第１９条の規定に基づく破産の

申し立てがなされている者 

（2） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続の申立

てがなされている者 

（3） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続の申し

立てがなされている者 



（4） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２項に規定する暴力団員をいう。）の利益につながる活動を行う者若しくは

これらの密接な関係を有する者 

⑨ 入札に参加しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関係がないこと。 

（1） 親会社と子会社の関係 

（2） 親会社を同じくする子会社同士の関係 

（3） 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係 

（4） 前３号と同視し得る資本関係又は人的関係 

⑩ 共同企業体等での参加の場合、上記①～④は構成する法人のいずれかが、⑤～⑨及び

物品の売買等業者有資格者名簿の登載については全ての法人が条件を満たすこと。 

 

４．参加及び関係書類の提出 

 「３．参加資格」を満たし、本事業に参加を希望する事業者は下記により、関係書類を

提出するものとする。 

 （１）提出書類 

   ○参加申込書    １部（様式１） 

   ○見積書及びその内訳書   １部（自由様式） 

   ○消費税及び地方消費税納税証明書  １部（写し不可） 

   ○安来市税納税証明書  １部（写し不可、安来市の課税があ

る場合） 

   ○財務諸表 直近３期分 各１部 

（連結対象法人は連結財務諸表、共同

企業体等は構成法人分を含む） 

   ○企画提案書    正本１部 副本８部（コピー可） 

   ○その他                 一般乗合旅客自動車運送事業許可証

の写し等、バス運転事業を行ってい

ると確認できるもの 

 （２）提出先 

    〒６９２－８６８６ 島根県安来市安来町８７８－２ 

安来市政策推進部地域振興課 

    電話 ０８５４－２３－３０６９ 

 （３）提出期限 

    令和５年９月１１日午後５時まで（必着） 

 （４）提出方法 

    持参、郵送による 

    ※ＦＡＸ及びインターネットを使用した送付は認めない 

    



５．執行日程 

項目 期限又は期間 

実施要領等の配布 令和５年８月２３日（水）～令和５年９月１１日（月） 

質問書の提出 令和５年９月４日（月）午後３時まで 

質問に対する回答 令和５年９月６日（水） 

関係書類の提出 令和５年９月１１日（月）午後５時必着 

参加資格の確認回答 令和５年９月１９日（火） 

事業者ヒアリング 令和５年１０月４日（水） 

 

６．実施要領、参加申込書等の配布期間及び配布場所 

 （１）配布期間 

    令和５年８月２３日（水）から令和５年９月１１日（月） 

    配布時間  平日９時から１７時まで（土日祝日除く） 

 （２）配布場所 

    安来市政策推進部地域振興課交通政策係 

  ※ 上記期間中は安来市ホームページから取得可能 

 

７．受託予定者の選定 

 （１）審査委員会 

    受託予定者の選定は「安来市広域生活バス運行委託業務入札審査委員会」（以下「審

査委員会」という。）により行う。 

 （２）評価 

   審査委員会において、以下の点から行う 

  ① 委託金額 

    参加申込時に提出された見積金額を確認し、見積金額が予定価格を上回っていれ

ば失格とする 

  ② 一般乗合旅客自動車運行管理業務実績 

    ３．参加資格②に記載される一般乗合旅客自動車運行管理の実績について、確認

できる資料の提出がない場合は失格とする 

  ③ 項目提案 

    ①及び②をクリアした事業者に対し、提案内容についてヒアリングを行った後に、

各項目で５段階評価を行い、評価配点を算出する 

  ④ 比較評価 

    事業者の評価点を下記のとおり算出し、最も評価点の高かった事業者を契約予定

者として選定する 

   （基本点（100点）＋配点③（20点））×1,000,000÷入札額＝  評価点 



  ⑤ 単独評価 

    本件の応募が１者のみであった場合は、①及び②をクリアした上で、事業者ヒア

リングによる評価を実施し、評価点の６割を獲得した場合、当該事業者を契約予

定者として選定する 

  ⑥ 評価結果 

    評価の結果について、令和５年１０月下旬を目途に文書にて通知するとともに安

来市ホームページ上で公開する 

 

８．項目提案 

 （１）業務実績 

過去１０年以内の、同一地域での路線バス運行管理業務実施実績について 

 （２）運行管理 

    点呼簿等の精度。運用状況について 

 （３）連絡体制 

    市への連絡や、市からの指令に対する対応体制について 

 （４）事故・クレーム対応 

    事故等発生時の交渉や対応体制。発生後の意見反映機能について 

 （５）職員研修 

    運転手・点呼者への研修プログラムや体制について 

 （６）車両管理 

    車両管理や整備の体制。経費削減が見込まれる提案について 

 （７）職員体制 

    運転手及び点呼者の配置予定、運転手のローテーションや勤務基準、事務補助員

等の配置計画について 

 （８）提案 

    利用者増や経費削減、その他利便性の向上につながる提案について 

 （９）業務履行に関する安定性 

    天災以外の会社の規模や業況、その他の要因により運行に支障をきたす要因につ

いて 

 （10）付帯業務履行能力 

    運転・運行管理以外の仕様書が定める業務についての履行能力について 

 

９．質問書の提出 

  質問がある場合には、質問書（様式第２号）を提出すること。なお質問は質問書によ

り行うこととし、電話等による質問は受け付けない。 

 （１）提出期限  令和５年９月４日（月）午後３時まで 

 （２）提 出 先  安来市政策推進部地域振興課 交通政策係 



 （３）提出方法  直接持参、郵送又は電子メール 

 （４）質問書の回答 

    回答は、令和５年９月６日（水）までに電子メールにより回答し、回答結果につ

いては安来市ホームページで公開する 

 

１０．参加資格審査の決定通知 

  参加申込のあった者を対象に資格審査を行い、その結果を令和５年９月１９日（火）

に通知する。 

 

１１．情報の公開 

 参加者、契約相手方選定の過程及び選定理由、参加者の見積金額はすべて公表する。企

画提案についても公表するが、複製は認めない（著作権は参加者に帰属する。）。 

 

１２．その他 

 （１）本プロポーザルへの参加及び提案書作成等に要する費用は、提出者の負担とする 

 （２）提出された提案書等は返却しない 

 （３）提出された提案書等は、提案者の許可なく受託予定者の選定以外の目的で使用す

ることはない 

 （４）提案書等の提出期限後の提出、差替え、変更及び追加については、認めない 

 （５）提案書等に虚偽の記載があった場合は、本プロポーザルへの参加を無効とする 

 （６）参加申込書を提出した後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式

自由）を提出すること 

 

 


